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この施策の目標は、プランを着実に実施するため実施状況を把握する際の指標として主要な

項目について設定しました。これらの目標を達成するため、取組を推進していきます。 

 

Ⅰ 安心して妊娠・出産し、ゆとりをもって子どもを育てられる環境づくり 

 
目標項目 現状（中間見直し） 目標（Ｒ６年度） 備考 

１ 
１０代の人工妊娠中絶実施率 

（２０歳未満女子人口千対） 

２．８ 

（Ｒ２年度） 
減少を目指します  

２ 

公立学校における学校内外の

機関等で相談・指導等を受け

ていない不登校児童生徒の 

割合 

４１．７％ 

（Ｒ３年度） 
減少を目指します  

３ 公立高等学校の中退率 
０．９６％ 

（Ｒ３年度） 
減少を目指します  

４ 

公立小学校における職業に直

接かかわる体験活動（職場見

学等）の実施割合 

小学校 ５１．３％ 

（Ｒ３年度） 

全ての学校での実

施を継続します 

※ 政 令 市 を 

除く 

５ 

職場体験・インターンシップ

を実施している公立学校の割

合 

中学校 １９．９％ 

高校 ３３．３％ 

（Ｒ３年度） 

中学校全ての学校

での実施を目指し

ます 

高校での実施率の 

増加を目指します 

※ 政 令 市 を 

除く 

６ 
子ども参観日キャンペーン参

加団体（企業等） 

５団体 

（Ｒ３年度） 
増加を目指します  

７ 
若年者の就労支援施設を通じ

て就職した正規雇用者の割合 

５６．４％ 

（Ｒ３年度） 
増加を目指します  

８ 
子育て世代包括支援センター

を設置した市町村数 

５４市町村 

（Ｒ３年度） 
全市町村  

９ 
妊娠１１週以下（初期）の妊
娠の届出率 

９４．９％ 

（Ｒ２年度） 
９５.０％  

１０ 周産期母子医療センターの数 
１２箇所 

（Ｒ３年度） 
１３箇所  

第６章 施策推進の目標 

１ 施策推進の目標 令和４年度 中間見直し 
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目標項目 現状（中間見直し） 目標（Ｒ６年度） 備考 

１１ 
新生児死亡率・乳児死亡率 
（出生千対） 

新生児 ０．７ 

乳児 ２．０ 

（Ｒ３年度） 

減少を目指します  

１２ 
子どもの生活・学習支援事業

実施市町村数 

６市 

（Ｒ３年度） 
１０市 

※政令・中核市

除く 

１３ 
自立支援教育訓練給付金受給

者数 

６６人 

（Ｒ３年度） 
１００人 

※政令・中核市

除く 

１４ 
高等職業訓練促進給付金受給

者数 

１８４人 

（Ｒ３年度） 
２３０人 

※政令・中核市

除く 

１５ 
ひとり親支援施策に関する協

議の場の設置 

０ 

（Ｒ３年度） 

モデル事業のため

の地域指定 
 

１６ 
日常生活支援事業実施市町村

数 

６市 

（Ｒ３年度） 
１０市 

※政令・中核市

除く 

１７ 
子育て短期支援事業実施市町

村数 

２５市 

（Ｒ３年度） 
２３市 

※政令・中核市

除く 

１８ 
仕事と生活の両立が図られて

いると感じる家庭の割合 

７０．６％ 

（Ｒ３年度） 
８０.０％  

１９ 

積極的に育児をしている父親

の割合 

３・４か月児健診（健康相談）時 

１歳６カ月児健診時 

３歳児健診時 

 

 

７０．７％ 

６８．２％ 

６２．８％ 

（Ｒ３年度） 

全て 

７０．０％ 
 

 

Ⅱ 子どもが愛情に包まれて健やかに成長し、自立できる環境づくり 

 
目標項目 現状（中間見直し） 目標（Ｒ６年度） 備考 

２０ 
１歳６か月児健康診査・ 

３歳児健康診査の受診率 

１歳６か月児健診 

９２．５％ 

３歳児健診 

９０．８％ 

（Ｒ３年度） 

増加を目指します  

２１ 

１歳６ヶ月児健康診査・ 

３歳児健康診査の未受診児の

状況把握 

１歳６か月児健診 

７９．７％ 

３歳児健診 

７０．４％ 

（Ｒ３年度） 

１歳６か月児健診 

１００％ 

３歳児健診    

１００％ 
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目標項目 現状（中間見直し） 目標（Ｒ６年度） 備考 

２２ 

幼稚園等や市町村の研修会へ

の幼児教育アドバイザー派遣

件数 

３９件 

（Ｒ３年度） 
増加を目指します  

２３ 

 
主体的に授業改善に取り  
組んだ学校の割合 
 

小学校 １９．７％ 
中学校 １３．５％ 

（Ｒ３年度） 

小学校 １００％ 

中学校 １００％ 

※ 政 令 市 を 

除く 

２４ 
小学校における新体力テスト
（８種目８０点満点）の    
平均点 

４７．３点 

（Ｒ３年度） 
５０．０点  

２５ 児童虐待による死亡事例 
０件 

（Ｒ３年度） 
０件  

２６ 
養育支援訪問事業の実施市町
村数 

２７市町村 

（Ｒ３年度末） 
全市町村  

２７ 
市町村子ども家庭総合支援 
拠点の設置数 

２７市 

（Ｒ３年度末） 
全市町村  

２８ 里親等委託率 
３１．５％ 

（Ｒ３年度） 
３４．８％ 

※ 政 令 市 を  

除く 

２９ ファミリーホームの設置数 
２１か所 

（Ｒ３年度末） 
２８か所  

３０ 施設の小規模化の実施状況 
２２施設 

（Ｒ３年度末） 
全施設 

（２７施設） 
 

３１ 自立援助ホームの設置数 
２１か所 

（Ｒ３年度末） 
１７か所  

３２ 
児童養護施設の子どもの進学
率（中学校卒業後） 

９６．３％ 

（Ｒ４．５.１） 

県全体の高等学校
等進学率に近づけ
ます 

 

３３ 
児童養護施設の子どもの進学
率（高等学校卒業後） 

３９．６％ 

（Ｒ４．５.１） 
増加を目指します  

３４ 
生活保護世帯に属する子ども

の高等学校等進学率 

９２．４％ 

(Ｒ２年３月卒業生) 

県全体の高等学校

等進学率に近づけ

ます 

 

３５ 
生活保護世帯に属する子ども

の高等学校等中退率 

３．８％ 

（Ｒ元年度） 
減少を目指します  

３６ 
生活保護世帯に属する子ども

の大学等進学率 

３８．１％ 

(Ｒ２年３月卒業生) 
増加を目指します  
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 目標項目 現状（中間見直し） 目標（Ｒ６年度） 備考 

３７ 
短期入所事業所数（障害のあ
る子どもを受け入れる事業
所） 

１２９事業所 

（Ｒ３.３．３１） 
増加を目指します  

３８ 
放課後等デイサービス事業所
数 

７３９事業所 

（Ｒ４.３．３１） 
増加を目指します  

３９ 児童発達支援センター数 
３９事業所 

（Ｒ４.３．３１） 
増加を目指します  

４０ 児童発達支援事業所数 
５１７事業所 

（Ｒ４.３．３１） 
増加を目指します  

４１ 
幼小中高の個別の指導計画 
作成率 

９９．５％ 

（Ｒ３年度） 
１００％  

４２ 
幼小中高の個別の教育支援 
計画作成率 

９９．６％ 

（Ｒ３年度） 
１００％  

４３ 
特別支援学校高等部本科卒業
生の就職希望者の就職率 

９７．９％ 

（Ｒ３年度） 
増加を目指します  

４４ 
療育支援を実施している  
保育所等の数 

１４７か所 

（Ｒ３年度） 
増加を目指します  

 

Ⅲ 地域全体で、子育てを応援し、子どもを守る環境づくり 

 
目標項目 現状（中間見直し） 目標（Ｒ６年度） 備考 

４５ 

希望した時期に希望した保育

サービスを利用することがで

きた家庭の割合 

７５．７％ 

（Ｒ３年度） 
８０．０％  

４６ 保育所等定員数 
１３４，００２人 

（Ｒ４．４．１） 
１３８，３８０人  

４７ 保育所等待機児童数 
２５０人 

（Ｒ４．４．１） 

０人 

(Ｒ６．４．１ 

以降) 

 

４８ 
県内指定保育士養成施設卒業
生の県内保育所等への就職率 

６２％ 

（Ｒ３．４．１） 
増加を目指します  

４９ 
ちば保育士・保育所支援セン
ターにおけるマッチング数 

１３０人 

（Ｒ３年度） 
増加を目指します  

５０ 
民間保育所等で従事する常勤
保育士の平均勤続年数 

３年７ヵ月 

（Ｒ３．４.１） 
増加を目指します  
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目標項目 現状（中間見直し） 目標（Ｒ６年度） 備考 

５１ 延長保育事業実施数 
１，４４１ 

（Ｒ３年度） 
１，８２３か所  

５２ 一時預かり事業実施数 
５３３か所 

（Ｒ３年度） 
６５７か所  

５３ 休日保育実施か所数 
３５か所 

（Ｒ３年度） 
３５か所  

５４ 病児保育事業実施数 
３０７か所 

（Ｒ３年度） 
３２１か所  

５５ 小規模保育事業所定員数 
７，３２５人 

（Ｒ４．４．１） 
８，８５０人  

５６ 
ファミリー・サポート・セン
ター設置市町村数 

３２市町 

（Ｒ３年度） 
３５市町  

５７ 地域子育て支援拠点設置数 
３４７か所 

（Ｒ３年度） 
３７１か所  

５８ 利用者支援事業実施数 
１４７事業 

（Ｒ３年度） 
１６３事業  

５９ 
放課後児童クラブ数 
（見直し後：放課後児童クラ
ブ支援単位数） 

１，６５９か所 

（Ｒ４年度） 
１,７５１か所  

６０ 
放課後児童クラブの利用を希
望するが利用できない児童数
（待機児童数） 

１，１７９人 

（Ｒ４．５．１） 
解消を目指します  

６１ 
放課後児童支援員認定資格研
修修了者数（県実施） 

５，８９５人 

(Ｒ３年度) 
６，２９４人  

６２ 
放課後児童支援員等資質向上
研修修了者数 

延べ１，２４６人 

（Ｒ３年度） 
延べ１,４００人  

６３ 
放課後子供教室がカバーする

小学校の割合 

４９．３％ 

（Ｒ３年度） 
増加を目指します  

６４ 
「子育て応援！チーパス事
業」協賛店舗数 

８，２５７店 

（Ｒ４．５．１） 

１０，５００店 

（Ｒ７．４.１） 
 

６５ 
ちばバリアフリーマップ掲載
施設数 

２，０１６施設 

（Ｒ３年度） 
２，１８０施設  

６６ 
子どもを生み育てやすいと感
じる家庭の割合（子育て環境
に対する満足度） 

８１．６％ 

（Ｒ３年度） 
８０．０％以上  
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 目標項目 現状（中間見直し） 目標（Ｒ６年度） 備考 

６７ 
子育てを楽しいと感じる家庭
の割合 

７３．２％ 

（Ｒ３年度） 
８０．０％  

６８ 地域福祉フォーラム設置数 
３４８か所 

（Ｒ３年度） 
４５５か所  

６９ 
地域学校協働本部が整備され
た小中学校の割合 

６０．０％ 

（Ｒ３年度） 

※全国６５．１％ 

全国平均以上を 

目指します 
 

 



H３１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

29,879 32,200 32,079 31,644 31,152 30,649

30,180 28,708 29,471 30,098 30,629 31,026

20,280 20,607 21,646 22,582 23,612 24,343

1,205 1,317 1,579 1,841 2,122 2,303

8,695 6,784 6,246 5,675 4,895 4,380

0 0 0 0 0 0

量の見込み 12,378 10,139 10,164 10,043 9,827 9,685

確保方策 12,378 10,139 10,164 10,043 9,827 9,685

 特定教育・保育施設 3,683 3,355 3,918 4,368 4,932 5,305

 確認を受けない幼稚園 8,695 6,784 6,246 5,675 4,895 4,380

今後必要となる定員数(「量の見込み」－「確保方策」) 0 0 0 0 0 0

量の見込み（保育ニーズ） 9,821 11,330 11,359 11,231 11,006 10,849

確保方策 10,196 10,608 10,871 11,139 11,396 11,592

 特定教育・保育施設 10,196 10,608 10,871 11,139 11,396 11,592

 確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 0

 認可外保育施設 0 0 0 0 0 0

今後必要となる定員数(「量の見込み」－「確保方策」) ▲ 375 722 488 92 ▲ 390 ▲ 743

量の見込み 6,457 8,938 8,730 8,600 8,564 8,394

確保方策 5,882 6,156 6,507 6,862 7,224 7,476

 特定教育・保育施設 4,945 5,130 5,287 5,448 5,602 5,720

 特定地域型保育事業 937 1,026 1,220 1,414 1,622 1,756

 確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 0

 認可外保育施設 0 0 0 0 0 0

今後必要となる定員数(「量の見込み」－「確保方策」) 575 2,782 2,223 1,738 1,340 918

量の見込み 1,223 1,793 1,826 1,770 1,755 1,721

確保方策 1,724 1,805 1,929 2,054 2,182 2,273

 特定教育・保育施設 1,456 1,514 1,570 1,627 1,682 1,726

 特定地域型保育事業 268 291 359 427 500 547

 確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 0

 認可外保育施設 0 0 0 0 0 0

今後必要となる定員数(「量の見込み」－「確保方策」) ▲ 501 ▲ 12 ▲ 103 ▲ 284 ▲ 427 ▲ 552

特定教育・保育施設

千葉市 （単位：人）

教育・保育の量の見込み及び確保方策

就学前の子どもの教育・保育の量の見込み

教育保育等の確保方策

３
号
認
定

３
号
認
定

(

１
・
２
歳
児

)

３
号
認
定

(

０
歳
児

)

特定地域型保育事業

確認を受けない幼稚園

認可外保育施設

１
号
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２
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定
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教
育
ニ

ｰ
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n.ootsk21
テキストボックス
各市町村の数値については協議中策定までは更新前の千葉市のみ掲載
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医師偏在指標 
全国ベースで医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価する指標として、国が算出したもの

です。 

 

移行期医療 
小児期に慢性疾患に罹患した患者さんに、年齢や状態に応じた適切な医療が切れ目なく提供

されるようにするための医療です。 

 

ＳＤＧｓ 
「持続可能な開発目標」（SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS）のことで、2015年9月の国連

サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年か

ら2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲ

ットから構成され、地球上の誰一人取り残さない（leave no one behind）ことを誓っていま

す。 

 

キッズゾーン 
特に子どもの交通安全の確保を図る特定地域であって、保育所等が行う散歩等の園外活動の

安全を確保するため、保育所等を中心に周囲５００メートルを目安として設定するものです。

（小学校等の「スクールゾーン」に準ずるもの） 

 

圏域 
健康福祉センターの区域を基本とした１３圏域と、千葉市、船橋市及び柏市を加えた計１６

の障害保健福祉圏域のことです。 

 

子育て世代包括支援センター 
全ての妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・子育てに関するさまざまな相談に応

じ、必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整を行い、妊娠期から子育て期にわたるまで

の切れ目ない支援を提供するワンストップ拠点です。 

 

里親 
家庭で生活することができない子どもを、保護者に代わって一時的にあるいは継続的に自身

の家庭に預かり、愛情深く育ててくださる方をいいます。 

 

三次救急医療 
救急車により直接、又は初期・二次救急医療機関から転送される重篤救急患者に対する救命

医療を行うことです。 

用 語 解 説 

あ行 

か行 

さ行 
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社会人権教育 
社会教育における人権教育のことです。 

 

周産期 
妊娠後期（妊娠満２２週以降）から早期新生児（生後 1 週未満）までの出産前後の時期の 

ことをいいます。 

 

小児救命救急センター 
原則として、診療科領域を問わず、すべての重篤な小児救急患者を24時間体制で必ず受け

入れることとして、都道府県から指定された医療機関です。令和3年4月1日に東京女子医科

大学八千代医療センターが指定されました。 

 

小児中核病院 
三次医療圏（先進的な技術や特殊な医療機器の使用を必要とするもの、発生頻度が低い疾病

や特に専門性の高い救急医療などの保健医療サービスを提供するための圏域）において中核的

な小児医療を提供する医療機関です。 

 

処遇改善等加算Ⅱ 
公定価格（保育等に要する費用の額の算定に関する基準として国が定めた額）における技能・

経験を積んだ職員に係る人件費の加算のことをいいます。 

 

ジョブカフェ 
都道府県が設置する、若者の就職支援をワンストップで行う施設で、就職セミナーや職場体

験、カウンセリングや職業紹介などさまざまなサービスを提供しています。 

 

自立援助ホーム 
家庭で生活ができない義務教育を終了した後の子どものうち、社会的に自立するための支援

が必要な子どもが入所し、日常生活の援助や指導、就職に向けた支援を受けながら、自立を  

目指す施設です。 

 

全県（複数圏域）対応型小児医療拠点病院 
三次医療圏（先進的な技術や特殊な医療機器の使用を必要とするもの、発生頻度が低い疾病

や特に専門性の高い救急医療などの保健医療サービスを提供するための圏域）において、中核

的な小児医療を実施する病院のことです。 
 

ゾーン３０ 
生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域（ゾーン）を  

定めて最高速度３０キロメートル毎時の速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必

要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為

の抑制等を図る生活道路対策です。 
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地域小規模児童養護施設 
児童養護施設が本体施設とは別の場所において、できる限り家庭に近い環境で、５～６人の

子どもの養育を行うグループホームです。 

 

地域若者サポートステーション 
若者の職業的自立を支援する機関で、無業の状態にある若者とその保護者に対し、専門的な  

相談、各種プログラム、職場体験、地域ネットワークを活用した支援などを提供しています。 

 

ちば型食生活 
鮮度が良く栄養たっぷりでおいしい千葉県産の農畜産物や水産物を、上手に食事に取り入れ

たバランスのよい食生活のことをいいます。 

 

ちば食育サポート企業 
社会貢献活動の一環として食育活動を実践する企業・団体。公的機関や食育ボランティアが

実践する食育活動に支援・協力する企業を登録し、紹介する県の制度です。 

 

ちば食育ボランティア 
学校や地域など食育活動を行う場で、農業体験の受入れや郷土料理の調理実習、食に関する

知識等をお話しするなど、幅広い分野で食育活動のサポートをする方々を登録し、紹介する県

の制度です。 

 

通過交通抑制対策 
抜け道としての利用を抑制する対策です。 

 

特定教育・保育施設等 
市町村が施設型給付費の支給に係る施設として確認する施設及び地域型保育給付費の支給

に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者をいいます。 

 

特別活動 
集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団活動に自主的、実践的に  

取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決する活動で、 

例えば、学級活動や学校行事等を指します。 

 

ニート 
 Ｎｏｔ ｉｎ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ， Ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ ｏｒ Ｔｒａｉｎｉｎｇの

略（ＮＥＥＴ）で、就業せず、求職活動もしていない人のうち、家事も通学もしていない    

１５歳から３４歳の人のことをいいます。 
 

 

た行 

な行 
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二次医療圏 
医療法に基づく医療機関相互の機能分担に基づく連携による包括的な保健医療サービスを

提供していくための圏域のことをいい、本県では９つの二次医療圏を設定しています。 

 

ネットリテラシー 
一般に「ネットワークを正しく利用する能力」との意味合いで使われていますが、ここでは  

少し意味を限定して「ネット・トラブルに巻き込まれないための自衛能力」という意味で   

使っています。 
 

ハイリスク妊婦 
妊娠中、出産中、産後、母児のいずれかまたは両者に、健康上の問題や合併症を悪化させる

などの危険が予想され、妊産婦死亡、周産期死亡等の発生する可能性が高い妊婦・胎児のこと

をいいます。 

 

ひきこもり 
様々な要因の結果として、社会的参加（義務教育を含む修学、非常勤職を含む就労、家庭外

での交友など）を回避し、原則的には６か月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けて 

いる状態をいいます。（他者と関わらない形での外出をしている場合を含む） 

 

ファミリーホーム 
家庭で生活することができない子ども５～６人を養育者自身の家庭で養育する里親型の 

グループホームです。 
 

不登校児童生徒 
当該年度間に連続または断続して３０日以上欠席した者のうち、何らかの心理的、 情緒的、

身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくてもできない状況にある

児童生徒（ただし、「病気」や「経済的な理由」によるものを除く。）をいいます。 

 

母性健康管理指導事項連絡カード 
妊娠中又は出産後の働く女性が、医師等から受けた指導事項の内容を会社に的確に伝えるた

めのものです。このカードが提出された場合、会社は医師等からの指導事項を守ることができ

るようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならないと、  

男女雇用機会均等法第１３条に規定されています。 

 

ヤングケアラー 
法令上の定義はないが、一般に本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日

常的に行っている子どもとされています。 

 

 

は行 

や行 
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予防接種センター 
予防接種法（昭和２３年法律第６８号）に基づく定期の予防接種がより安全かつ有効に実施

されることにより、予防接種率の向上を図るとともに、健康被害の発生の防止に万全を期する

ことを目的として設置されており、慎重に予防接種を実施する必要のある予防接種要注意者等

に対する予防接種、健康被害への対応、予防接種に関する正しい知識や情報の提供、地域の  

医療機関に対する相談対応支援、医療従事者研修の実施等を行っています。 

 

レスパイト 
障害のある人の家族を一時的に障害のある人の介護から解放する事によって、日ごろの心身

の疲れを癒し、休息できるようにすることです。 

 

ワーク・ライフ・バランス 
誰もが、仕事と育児、介護、自己啓発、休養、地域活動、ボランティア活動など、さまざま

な活動を自らの希望どおり展開できる状態のことをいいます。 

ら行 

わ行 
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このプランを着実に実施するため、以下の体制のもと、推進していきます。 

○ 次世代育成支援対策推進本部 

 全庁的な体制のもとで、プランの推進及び施策の総合調整を行います。 

 

○ 千葉県子ども・子育て会議 

子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び 

当該施策の実施状況を調査審議します。 

 

○ 次世代育成支援対策千葉県協議会 

 次世代育成支援に係る関係団体の代表者等の参加により、プランの推進を行います。 

 

プランは策定して終わりではなく、プランの期間が終了するまで、プランの着実な推進を 

図るため、施策及び事業の成果について、継続的に進行管理を行うことが重要です。 

このため、毎年度、プランに掲げる県の施策の実施状況などを点検・評価の上、公表します。 

また、プラン３年目（令和４年度）を目安として見直しを行うほか、社会情勢の変化等に  

より実態とのかい離が生じた場合においては、必要に応じて見直しを実施していきます。 

資料１ プランの推進体制 

１ 推進体制 

２ 進行管理 

 

次世代育成支援対策 

千葉県協議会 

（関係団体の代表者等） 

 

千葉県子ども・子育て会議 

（審議会） 

保護者

関係機関・団体代表

学識経験者（大学教授）

法律専門家（弁護士）

 

千葉県 

千葉県次世代育成支援 

対策推進本部 

意見具申・調査審議 

意見聴取 

協議 

意見 

市 町 村 

連携 

本部員

幹事会（事務局）

知事

副知事

各部局長

本部長

副本部長
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令和元年 ７月 ８日 第１回次世代育成支援対策千葉県協議会 

プランの策定について 

７月３１日 第１回千葉県子ども・子育て会議 

プランの策定について 

９月 ２日 第２回次世代育成支援対策千葉県協議会 

プランの骨子案について 

１０月１１日 第２回千葉県子ども・子育て会議 

プランの骨子案について 

１１月１８日 第３回次世代育成支援対策千葉県協議会 

プランの骨子案、名称案、プラン案について 

１１月２２日 第３回千葉県子ども・子育て会議 

プランの骨子案、名称案、プラン案について 

令和２年 １月１４日 

 

第４回次世代育成支援対策千葉県協議会 

プラン案について 

１月１７日 第４回千葉県子ども・子育て会議 

プラン案について 

２月１０日

～３月１日 

パブリックコメントの募集 

各市町村への意見照会 

３月 千葉県次世代育成支援対策推進本部における総合調整 

３月３１日 プランの決定 

 

 

 

 

 

 

資料２ プラン策定の経緯 
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令和４年 10月20日 第１回子ども・子育て会議 

プランに係る事業の令和３年度の進捗状況の点検・評価について 

プランの中間見直しの方向性について 

11月７日 第１回次世代育成支援対策千葉県協議会 

プランに係る事業の令和３年度の進捗状況の点検・評価について 

プランの中間見直しの方向性について 

令和５年 ２月２日  第２回千葉県子ども・子育て会議 

プランの中間見直し素案について 

２月６日 第２回次世代育成支援対策千葉県協議会 

プランの中間見直し素案について 

２月１０日 

～３月１日 

パブリックコメントの募集 

各市町村への意見照会 

３月２３日 第３回千葉県子ども・子育て会議 

プランの中間見直し案について 

３月２４日 第３回次世代育成支援対策千葉県協議会 

プランの中間見直し案について 

３月 千葉県次世代育成支援対策推進本部における総合調整 

３月３１日 プランの中間見直し 

 

令和４年度 中間見直し 
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                       令和５年３月現在 

                                （敬称略・５０音順） 
 氏名 所属 

１ 阿部 和子 大妻女子大学名誉教授 

２  稲垣  美加子 淑徳大学教授 

３ 今村 恭子 県民公募 

４ 大竹 幸恵 千葉県国公立幼稚園・こども園協会副会長 

５ 大野 京子 千葉県医師会理事 

６ 小川 貴敏 千葉県学童保育連絡協議会会長 

７ 風間 一郎 一般社団法人全千葉県私立幼稚園連合会会長 

８ 加藤 雅美 柏市副市長 

９ 酒井 昌史 千葉県小学校長会副会長 

１０ 眞田 範行 真田・中間・谷中綜合法律事務所弁護士 

１１ 瀧本 明良 日本労働組合総連合会千葉県連合会部長 

１２ 竹田 かほり 一般社団法人千葉県商工会議所連合会主査 

１３ 藤澤 彩 千葉県認定こども園会議共同代表  

１４ 保科 陽子 県民公募 

１５ 松山 益代 千葉県保育協議会副会長 

１６ 矢萩 恭子 和洋女子大学教授 

 計 １６名 

 

 

 

資料３ 千葉県子ども・子育て会議委員名簿 

令和４年度 中間見直し 
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                       令和５年３月現在 
 団体等 

１ (福)千葉県社会福祉協議会 

２ 千葉県児童福祉施設協議会 

３ 千葉県保育協議会 

４ (公財)千葉県民生委員児童委員協議会 

５ 千葉県手をつなぐ育成会 

６ 千葉県小学校長会 

７ 千葉県中学校長会 

８ 千葉県高等学校長協会 

９ 
（公財）千葉県私学教育振興財団 

 ※（一社）全千葉県私立幼稚園連合会 

１０ (公社)千葉県医師会 

１１ (一社)千葉県歯科医師会 

１２ (公社)千葉県看護協会 

１３ （一社）千葉県商工会議所連合会 

１４ 日本労働組合総連合会千葉県連合会 

１５ (一社)千葉県子ども会育成連合会 

１６ (株)千葉日報社 

１７ 厚生労働省千葉労働局 

１８ 千葉県市長会 

１９ 千葉県議会健康福祉常任委員会 

２０ 渥美 雅子 

 計 ２０団体等 

 

資料４  
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①ワーク・ライフ・バランスの推進 

②男女が協力して子育てできる環境づくり 

①就学前の子どもの教育・保育の充実 

②学ぶ力の向上、健康・体力づくりの推進 

③よりよく生きるための道徳教育の充実 

①人権教育の推進 

②児童虐待防止対策の充実 

③社会的養育の推進 

④いじめ防止対策の推進 

３ 仕事と子育ての両立の 

推進 

４ 子どもの健康の保持・増進 

５ 子どもの生きる力を 

支える教育の推進 

①妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援 

②安心して妊娠・出産できる環境づくり 

③経済的負担の軽減 

④ひとり親家庭等の自立支援の推進 

①次代の親の育成 

②結婚や妊娠・出産の希望をかなえるための支援 

③若者の自立・就労支援 

①小児医療体制の整備 

②子どもの保健対策の充実 

③食育の推進 

６ 子どもの権利擁護の推進 

７ きめ細やかな対応が 

必要な家庭・子どもへの 

支援 

①子どもの貧困対策の推進 

②障害のある子どもへの支援 

第３期千葉県教育振興基本計画  
R2年度～R6年度 

千葉県子どもの貧困対策推進計画 
R2年度～R6年度 

千葉県ひとり親家庭等ふれあいサポートプラン 
（第4期計画） 
R2年度～R6年度 

千葉県子どもを虐待から守る基本計画  
R2年度～R11年度 

千葉県子どもの読書活動推進計画(第四次） 

令和2年度から概ね5か年（～R6年度） 

千葉県保健医療計画 
H30年度～R5年度 

第４次千葉県食育推進計画
R4年度～R8年度 

第三次千葉県地域福祉支援計画 

H31年度～R2年度 

整合 

千葉県総合計画 ～新しい千葉の時代を切り開く～ 

実施計画編 R4年度～R6年度 

千葉県アレルギー疾患対策推進計画 
R元年度～R5年度 

第13次千葉県体育・ｽﾎﾟｰﾂ推進計画 
R4年度～R8年度 

第３次千葉県特別支援教育推進基本計画 
第３次県立特別支援学校整備計画 

R4年度～R13年度 

第4次千葉県住生活基本計画 
R3年度～R12年度 

千葉県文化芸術推進基本計画 
R4～R6年度 

健康ちば２１(第２次) 
H25年度～R5年度 

第2次千葉県歯・口腔保健計画 
H30年度～R5年度 

Ⅰ安心して妊娠・出産し、ゆとりをもって子どもを育てられる環境づくり 

Ⅱ 子どもが愛情に包まれて健やかに成長し、自立できる環境づくり 

①保育所等の整備促進と質の向上 

②保育等人材の確保と資質の向上 

③多様な子育て支援サービスの充実 

④小学生の放課後対応の充実 

⑤企業参画による子育て支援 

８ 地域における子育て 

  支援サービスの充実 

①安心して子育てできる環境の整備 

②子どもを犯罪や事故から守る対策の推進 

③情報化社会への対応 

④地域の力を活用した子育て支援の充実 

９ 安全で安心して子育て 

  できる環境の整備 

Ⅲ 地域全体で、子育てを応援し、子どもを守る環境づくり 

千葉県子ども・子育て支援プラン２０２０ 
R2年度～R6年度 

千葉県高齢者保健福祉計画 
R3年度～R5年度 

第七次千葉県障害者計画 
R3年度～R5年度 

第3次千葉県消費生活基本計画 
R元年度～R5年度 

千葉県DV防止・被害者支援基本計画（第5次） 
R4年度～R8年度 

（仮）第四次千葉県青少年総合プラン 
R5年度～R9年度 

１ 次代の親となる子ども・ 

  若者の育成と支援 

２ 健康で安心な妊娠・出産・ 

子育ての環境づくりと 

  負担の軽減 

第５次千葉県男女共同参画計画 
R3年度～R7年度 

【 参 考 】 各 計 画 関 連 図 

※本プランと関連する各計画の主要な部分とを紐づけています。 

千葉県多文化共生推進プラン 
R2～R4年度 



  

千葉県子ども・子育て支援プラン２０２０ 

令和５年３月中間見直し 
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千葉県健康福祉部子育て支援課 

〒260-8667 千葉市中央区市場町１番１号 
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［千葉県ホームページ］ 

https://www.pref.chiba.lg.jp 
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